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不動産登記の際には登録免許税がかかるが、住

宅については登録免許税の軽減措置がある。

住宅用家屋の軽減税率の特例があり、「所有権の

保存登記」、「所有権の移転登記」、住宅取得資金

の貸付等に係る「抵当権の設定登記」を行った場合

に、軽減税率の適用がある。

これらの軽減措置は、2017年度税制改正において、

適用期限が2017年３月31日から2020年３月31日ま

で３年延長されている。

そもそも、登録免許税は固定資産税評価額（抵当

権の設定登記は債権金額）に登記の内容ごとに定

められた税率をかけて算出する。

ただし、一定の要件を満たせば、この住宅用家屋の軽減税率の適用を受けることができる。

その主な要件とは、

（1）個人の居住の用に供すること、

（2）家屋の床面積が50平方メートル以上であること、

（3）新築または取得後１年以内に登記を受けることで、これらを全て満たす必要がある。

「所有権の保存登記」については、新築住宅のみ適用可能であり、「所有権の移転登記」、「抵当権の設定登記」については、既存住

宅の場合は建築後25年以内（木造の場合は建築後20年以内）又は新耐震基準に適合しているものが対象住宅となる。

軽減税率は、「所有権の保存登記」が0.15％（本則税率0.4％）、「所有権の移転登記」（売買等）が0.3％（同2.0％）、「抵当権の設定登記」

が0.1％（同0.4％）となる。
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通常、不動産を取得した場合には、登記に関する手続きを司法書士に依頼される方が多

いです。そして、不動産登記に際して発生する登録免許税は、司法書士への報酬ととも

に支払うことが通例であり、購入者が登録免許税を意識することが少なくなっています。

また、登録免許税は不動産の取得の形態でも税率が異なります。

新築取得は軽減税率の0.15％、中古取得は軽減税率の0.3％、相続での取得になれば0.4％

と非常に複雑です。

納税意識が少なく、かつ、複雑な登録免許税ですが、取得の際は注意しましょう。



就業規則は、貸金や労働時間、休日、休暇、服務規律や懲戒などについて、社員の入社から退職までの労働条件や就業上のルー

ルを定めた、会社の「ルールブック」です。

近年は、インターネットの普及により、労働者側も労働基準法等の知識と情報を得られるようになり、労働条件に対する要求が

厳しくなってきました。

会社で発生する問題に対応していくには、統一的なルールを決める必要があり、統一的なルールをまとめたものが就業規則にな

ります。

しかし、中小企業の就業規則で散見される問題は以下の通りとなっています。

  ①厚生労働省やインターネットにあるひな形をそのまま使っている。

  ②制度が変更したにもかかわらず見直しをしていない。

  ③会社で起こり得るトラブルを想定していない。

上記のような場合、労務トラブルに対応できなかったり、就業規則に記載してある内容が足かせとなる場合があり、会社が不利

な状況に立たされることになります。

就業規則には、以下のような効果があるため、自社の実態にあったものを作成する必要があります。

  ①会社が、社員の雇用において生ずる様々なリスクに備えることができる。

  ②労使間の労働条件や服務規律の理解や解釈の違いから起こるトラブルの防止になる。

  ③万が一、労使間でトラブルが生じた際、その解決の道しるべとなる。

法令を無視した就業規則は、その部分は無効となりますし、トラブルの元となってしまいます。当然、労働基準監督署への届出

の際に指摘を受けます。

今やコンプライアンスは企業運営にとって不可欠なものであり、労働基準法等の改正は頻繁に行われますので、定期的な就業規

則の見直しが必要です。

就業規則の重要性と見直し効果

社労士の

就業規則を一度作ったきりでそのままになっていませんか？

近年、労働関連法の改正が頻繁に行われています。また昨今の多様化する就業形態により、労使間トラブル

も多様化し、増加傾向にあります。そのようなトラブルにも対応すべく、自社のルールブックとして「就業規則」

をきちんと整備し、正しく運用することが重要です。　　

就業規則を従業員に周知し、労働条件を明示することで、より安心して働くことが出来、また労使間の信頼

関係構築にも繋がっていきます。

経営活動で重要な「ヒト」に関する労務管理、その土台でもある就業規則を定期的に見直し、良い組織づくり

をしていきましょう ! !

社労事業部　白石千恵美

１． 会社が抱える問題点

２． 就業規則の効果
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